
令和５年度 韮崎市中小企業・小規模事業者振興協議会 

 

 

令和６年３月１５日（金）    

１０時００分～         

韮崎市役所 ４階 ４０３会議室 

 

 

次      第 

 

  １ 開  会 

２ 委嘱状の交付 

３ 会長あいさつ 

  ４ 議事 

⑴  令和５年度事業の実施状況について 

⑵  意見交換 

⑶  その他 

  ５ 閉  会 





 
 

 

第１ 韮崎市中小企業・小規模事業者振興協議会の概要 

 

 １ 設置目的 

中小企業・小規模事業者の振興を図るために制定した韮崎市中小企業・小規模事業

者振興基本条例に基づき、その基本理念の実現に向けた事業の実施状況等を検証する

ため、協議会を置く。 

 

 ２ 根拠例規 

  ・韮崎市中小企業・小規模事業者振興基本条例（平成 28 年 4月 1 日施行） 

  ・韮崎市中小企業・小規模事業者振興協議会規則 

 

 ３ 委員構成 （規則第３条・第４条） 

  ⑴ 委員構成 （市長の委嘱又は任命） 

   ①中小企業・小規模事業者 

   ②学識経験者 

   ③地域経済団体 

   ④金融機関 

   ⑤その他関係機関 

   ⑥市の職員 

  ⑵ 委員人数  １０名以内 

  ⑶ 任  期  ２年 

 

 ４ 組織構成 （規則第５条） 

  ⑴ 会 長  

  ⑵ 副会長 

  ⑶ 選任方法  会議において選任 

 

 ５ 会議 （規則第６条） 

  ⑴ 会議の議長  会長が議長となる。 

  ⑵ 会議の定足数 委員の過半数の出席 

  ⑶ 会議の議決  出席議員の過半数 

 

 ６ 協議会の所掌事務 

  ⑴ 条例に定める基本理念の実現の検証 

  ⑵ 条例に定める基本的な施策の検証 

  ⑶ その他協議会に諮問すべき事項 
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第２ 韮崎市中小企業・小規模事業者振興協議会の所掌事務 

 

 １ 基本理念の実現の検証 

  【基本理念】 （条例第３条） 

   ① 中小企業・小規模事業者の創意工夫が生かされること。 

   ② 中小企業・小規模事業者の経営改善・自主的な努力が促進されること。 

   ③ 中小企業・小規模事業者の経済的社会的な環境の変化への円滑な適用が図られ

ること。 

   ④ 市、中小企業・小規模事業者、地域経済団体、教育機関、大企業、金融機関及び

市民の相互の連携・協力が行われること。 

   ⑤ 地域内経済循環の促進が図られること。 

   ⑥ 小規模事業者の事業の持続的な発展が図られること。 

   ⑦ 小規模事業者の多様な経営規模及び形態に応じた十分な配慮がなされること。 

 

 ２ 基本的な施策の検証  

   （基本的な施策＝基本理念を実現するために、行うべき基本的な実施策） 

  【基本的な施策】 （条例第１２条） 

   ① 中小企業・小規模事業者の経営安定の促進及び経営革新を支援すること。 

   ② 中小企業・小規模事業者の創業及び新分野事業の創出を促進すること。 

   ③ 中小企業・小規模事業者の資金調達の円滑化を図るため、融資制度を支援する

こと。 

   ④ 中小企業・小規模事業者の販路及び受注機会の拡大を支援すること。 

   ⑤ 地域資源を活用した産業の発展及び創出を促進すること。 

   ⑥ 若い労働力その他人材の確保及び育成を支援すること。 

   ⑦ 女性、高齢者等の雇用の促進及び労働環境整備を支援すること。 

   ⑧ 商店街等のまちづくり環境整備を支援すること。 

   ⑨ 市、中小企業・小規模事業者、地域経済団体、金融機関及び教育機関それぞれ

の相互連携及び協力を促進すること。 

   ⑩ 中小企業・小規模事業者の経営状況その他実情の把握に努めるため、企業訪問

等による情報収集を積極的に行うこと。 

   ⑪ 中小企業・小規模事業者の振興に関する市民への理解を深め、協力を促進する

こと。 
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・ 令和５年事業の実施状況について（中小企業・小規模事業者振興関連事業） 

（条例第 12 条に規定する分類） 

№ 指 標 実 績 内 容 

１ 経営安定の促

進、経営安定の

支援 

① 商工会運営費等補助事業 

 

② 小規模事業者店舗改修補助事

業 

R5:1 件 （R4:4 件） 

① 商工会への補助を通じ、中小企

業の経営強化、経営革新を支援 

② 経営改善、事業拡大を支援する

ため、店舗等の改修費を補助 

 

２ 創業・第二次創

業の促進 

① 起業支援補助事業 

起業者 

R5:16 件 （R4:11 件） 

所有者 

R5:0 件 （R4:2 件） 

② 企業立地支援金・助成金事業 

支給 R5:2 件 （R4:0 件） 

認定 R5:4 件 （R4:3 件） 

① 起業時の初期投資費用（改修費

及び家賃）を補助することによ

り、起業を促進 

所有者への改修経費補助 

（下水道接続等） 

② 企業誘致及び生産設備の増強を

促進 

３ 融資制度の支

援 

① 小規模商工業者事業資金利子

補給及び保証料助成事業 

R5:0 件 （R4:0 件） 

② 小規模事業者小口資金融資事

業 

R5:0 件 （R4:0 件） 

③ 地域総合整備資金貸付事業 

R5:1 件 （R4:1 件） 

④ セーフティネット保証の認定 

R5:15 件 （R4:27 件） 

① 信用保証協会に支払う保証料及

び借入金融機関への支払利子の

助成 

② 小規模事業者の負担軽減のため

の利子補給及び保証料助成 

 

③ 工業団地に立地する企業を支援

するための資金貸付 

④ 経営の安定に支障が出ている中

小企業者への支援 

４ 販路及び受注

機会の拡大支

援 

① 第４弾チームにらさきエール

商品券事業 

臨時【販売額:325,000 千円】 

② 物価高騰対策商品券配付 

 

③ まちなかツーリズム事業への

補助 

① 同上 

プレミアム率：30％ 

 

② 世帯あたり 5,000 円 

子育て世帯 10,000 円 

③ 移住×空き店舗×リノベーショ

ンツアーの実施 

５ 地域資源を活

用した産業の

支援 

① 韮崎産ワインブランディング

事業 

① 韮崎産ワインの知名度の向上を

図る 

・ワインフェスの開催 

・市内ワイナリーへの補助 

・醸造用ぶどう生産者への補助 
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№ 指 標 実 績 内 容 

６ 若者の労働力

等人材の確保

及び育成 

① 若者定住就職奨励金事業 

R5:7 件 （R4:3 件） 

② 若者定住就職家賃補助事業 

R5:6 件 （R4:12 件） 

① 就職・起業を目的とした転入者

を支援し、定住促進を図る 

② 移住・定住を促進するための家

賃助成 

７ 女性、高齢者等

の雇用の促進

及び労働環境

整備 

① 高年齢者労働能力活用事業 

 

 

② 男性の育児休業取得促進事業 

R5:1 件 （R4:5 件） 

③ 女性活躍企業応援事業奨励金

支給事業 

R5:1 件 （R5 新規事業） 

④ 社宅建設補助制度 

R5:0 件 （R5 新規事業） 

① シルバー人材センターの運営へ

の補助を通じ、高齢者の雇用の

促進を図る 

② 男性が育児休業を取得しやすい

職場環境の整備を促進 

③ 女性の活躍推進及び女性の働き

やすい職場環境の実現に向け積

極的に取り組む事業者を支援 

④ 社宅整備を促進し、雇用の創出

及び定住人口の増加を図るた

め、整備費の一部を支援する 

８ 商店街等のま

ちづくり環境

整備 

① 商店街街路灯電気料補助事業 

② 商店街共同駐車場補助事業 

① まちなかの活気や景観の促進 

② 消費者の利便性の向上（文化村） 

９ 関係機関との

相互連携・協力

の促進 

① 県央ネット山梨合同企業説明

会 

② 中小企業・小規模事業者振興協

議会 

① 10 市町合同で企業説明会を開催 

 

② 基本理念の実現に向けた事業の

実施状況の検証 

10 経営状況の把

握、情報収集 

① 韮崎工業クラブ例会参加 

② 雇用情勢や調査月報による情

報収集 

① 企業経営等の情報収集 

② 地域経済状況等の情報収集 

11 企業振興の市

民理解・協力の

促進 

① 観光協会ＨＰでの情報発信 

 

② （再掲）第４弾チームにらさき

エール商品券事業 

③ 物価高騰対策商品券配付 

① 新規起業者や特徴的な店舗等の

情報掲載 

② 市内店舗での消費の推進 

 

③ 市内店舗での消費の推進 
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【令和６年度】 

１ 原則として、令和５年度事業を継続して行う。 

 

２ ビジネスチャレンジ支援事業 

   自社の経営を見直し、持続的な経営に向けた販路開拓、生産性の向上の取組等を行

う小規模事業者に対し、補助金を交付する。 

   ① 店舗等改修事業補助金 

    ・ 補助対象 店舗等の改修又は改装に係る工事費、看板設置等の外注工事費 

    ・ 補助率  1/2（上限 50 万円） 

           ※事業承継事業者は、上限 100 万円 

 

   ② 新商品開発事業補助金 

    ・ 補助対象 開発費、広報費、ウェブサイト関連費、専門家派遣料 

    ・ 補助率  1/2（上限 40 万円） 

           ※ふるさと納税返礼品提供事業者は、上限 50 万円 
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